
     

大島 

市 民 セ ン タ ー 定 期 講 座 の ご 紹 介 【 N o . 1 1 】 
 

し ゃ っ き り 教 室 

【Q１.現在の会員数は?】 

   9人です。 

【Q２.活動内容は?】 

   始めに周南しゃっきり体操をした後、CDの音楽に合わせて、 

  ストレッチや筋トレをしています。 

【Q３.活動を続けてどのくらいですか?】 

   平成 23年から始まり、今年で 12年目です。 

【Q４.講座の雰囲気を教えてください。】 

   和やかな雰囲気で、みんなで仲良く体操をしています。 

【Q５.一言お願いします。】 

   会員を募集中！一緒に、元気に楽しく体操しませんか？ 
【お問い合わせ】 大島市民センター 

TEL：０８３４-８４-０３１０ 

  大 島 神 社 春 季 例 祭 が 開 催 さ れ ま し た 
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バックナンバーはWebで！ 

鼓南地区コミュニティ 検索 

または右のコードからどうぞ。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題字：書道家 石村 周寳さん 

地 域 情 報 誌 

第 １ ６ 9 号 
令和５年５月１日発行 

大 島 市 民 セ ン タ ー 編 

 

4/2（日）、満開の桜に囲まれ、天候に恵まれた中で、大島神社春季例祭が開催されました。 

今回は、4年ぶりに子供相撲や餅まきなどが行われ、会場は多くの参加者で盛り上がりました。 

mailto:sukumo-ko@city.shunan.lg.jp


     

再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 

鼓南地区の人口 男性：３８６人 女性：４６４人 合計：８５０人 【令和５（２０２３）年 3 月末現在】 

 鼓 南 地 区 行 事 予 定           
5/ 2（火）  やまびこ号巡回（旧粭島小→鼓南小→大島自治会館） 

5/14（日）  大島認知症予防カフェ 

5/15（月） 粭島認知症予防カフェ/粭島いきいきサロン 

5/１7（水）  大島きらきらサロン 

5/20（土）  やまびこ号巡回（旧粭島小→鼓南小→大島自治会館） 

5/21（日） クリーン鼓南  

※新型コロナウイルス感染症や天候不順 
により中止や変更となる場合があります。 

 

今 後 の 市 民 セ ン タ ー の 利 用 に つ い て 
5/8以降の新型コロナウイルス感染症の取り扱い変更後も、利用される皆さんが「自分を感染から守る」・ 

「周囲に感染を広げない」ために、引き続き、ご協力をお願いいたします。 

 

バス ・ タクシー助成券の申請はお済みですか？ 

「わっしょい！鼓南」３月号でお知らせしたとおり、令和５年度「高齢者バス・タクシー助成券」及び「障害者福祉

タクシー利用券」の交付申請を支所でも受け付けています。 

高齢者バス・タクシー助成券 

持 参 物 
対象者の本人確認書類、令和４年度助成券（残りがあれば） 

※代理申請する場合、代理人の本人確認書類も必要です。 

 

障害者福祉タクシー利用券 

持 参 物 

障害者（療養）手帳、令和４年度助成券（残りがあれば） 

※代理申請する場合、代理人の本人確認書類も必要です。 

※通院透析による追加交付申請は「通院証明書」が必要です。 

 

対象者の要件等の詳細は、 

市広報または「わっしょ

い！鼓南」3 月号をご覧に

なるか、お問合せ下さい。 

年度内に１人１回申請できます。 

交付枚数は申請月で変わります（４月は

４８枚、５月は４４枚。ひと月に４枚ず

つ減ります）。 

市民センター利用上のお願い 

（1） マスクの着用は、個人の判断に委ねることが基本となります。 

➢ ただし、主催者がマスク着用を求めるイベント等では、ご協力を

お願いします。 

➢ また、高齢者や基礎疾患があるなど、重症化リスクの高い方が

多いときは、感染防止に効果的のため、マスク着用をお願いす

ることがあります。 

（2） 手指・共用部分の消毒は、引き続き、徹底をお願いします。 

（3） 体調が悪いときは、利用を控えましょう。 

（4） 基本的な感染対策は、引き続き、大切です。 

➢ 換気や人と人との距離を保つなど、三密（①密閉された空間  

②密集する場所 ③密接な場面）のリスクを低減しましょう。 

➢  
イベント・行事等の開催について 

⚫ 人数の上限や声だしに関する制限はなくなります。 

⚫ マスク着用は必須ではありませんが、主催者は、感染対策上または

事業上の理由により、参加者にマスク着用を求めることができます。 

⚫ 事業内容や地域の感染状況に基づいて、必要な感染対策を検討し、

適切に実施してください。 

厚生労働省 

Webページ 


